
大船行政センター総合管理仕様書 

 

（目的） 

１ 本仕様書は、鎌倉市大船行政センター（以下「行政センター」という。）の総合管理

業務の委託にあたって各業務に共通する事項の大綱を示すものである。各業務履行上

必要な具体的事項については各業務別仕様書に定めるものとする。 

 

（行政センターの概要） 
２ 行政センターの概要は次のとおりである。 

（１）名  称  鎌倉市大船行政センター 

（２）建設位置  鎌倉市大船二丁目１番２６号 

（３）敷地面積  １，９８７．５３㎡ 

（４）建築面積    ６０７．９０㎡ 

（５）延床面積  １，７２３．４２㎡ 

（６）構  造   鉄筋コンクリート造 地上３階 

（７）築  年    昭和３９年 

（８）開  館  昭和５７年１０月１２日 

（８）その他   各施設別の面積は次のとおり 

ア 支所           ３３０．００㎡ 

イ 図書館         ４６１．８８㎡ 

ウ 学習センター    ５８６．６０㎡ 

エ その他共用部分   ３４４．９４㎡ 計１，７２３．４２㎡ 

 

（開庁時間等） 

３  各施設の開庁時間等は次のとおりである。ただし、必要と認める場合は、臨時に開

庁または休庁することができる。 

（１）支 所 午前８時 30分から午後５時 15分まで 

休業日  年末年始（12月 29日から１月３日まで） 

土曜日、日曜日、祝祭日 

（２）図書館  午前９時から午後５時まで 

（ただし、平日の木曜日・金曜日は午後７時まで） 

休館日  年末年始（12月 29日から１月３日まで） 

毎月最終月曜日（ただし 12月は 28日） 

特別整理期間 不定期 

（３）学習センター  午前９時から午後 10時まで 

休館日  年末年始（12月 29日から１月３日まで） 

毎月最終月曜日（ただし 12月は 28日） 

 

 



（委託業務） 

４ 委託業務は次のとおりとする。 

（１）設備機械保守運転業務 

（２）保安警備業務 

（３）総合清掃業務 

（４）環境衛生管理業務 

 

（委託期間） 

５ 委託期間は、契約日から平成 32年３月 31日までとする。ただし、平成 29年度以降

において歳入歳出予算の金額に減額又は削除があった場合は、この契約を解除するこ

とができる。 

 

（業務従事者の配置・届出） 

６ 受託者は各業務の履行に必要な業務従事者を厳選し、各業務に定める人員を配置す

るとともに現場責任者を選任する。業務開始に先立ち、責任者及び業務従事者の写真

及び専門職種（資格を証するものの写しを添付する。）等を記した名簿を委託者に提出

し承認を受けるものとする。なお、異動があった場合も同様とする。 

 

（服務規律） 

７ 業務従事者の服務規律については最善の注意を払い、現場責任者の指導監督のもと

に各業務を遂行する。特に利用者等との良好な人間関係の維持に努め、言動等に注意

し、相手方に不快の念を与えないよう留意する。 

 

（守秘義務） 

８ 業務従事者は、業務上知り得た委託者及び当該施設に関する秘密事項を第三者に漏

らしてはならない。これは契約の解除及び期間満了後も同様とする。 

 

（法令等の遵守） 

９ 受託者は、業務を行うに当たっては、関係法令等を遵守しなければならない。 

 

（服装） 

10 業務従事者は受託者が定める制服、制帽等、委託者が承認した服装で業務に従事し、

常時名札を着用する。 

 

（教育・研修） 

11 受託者は業務従事者の教育･研修に努め､業務内容の向上に努めるものとする。また、

委託者が実施する消防訓練等に従業員を参加させるものとする。 

 

（災害時の対応） 



12 災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置を講じる。

また二次災害の防止に努め、事後速やかに委託者へ報告する。 

 

（事故等の対応） 

13 事件事故等の処理にあたっては、緊急やむをえない場合を除き、委託者と協議し対

応にあたる。また、設備機器に故障があった場合はその原因を調査・報告するととも

に、適切な措置をとる。 

 

（安全衛生管理） 

14 業務従事者の安全衛生管理は、受託者がその責任において関係法令等に従って、適

切に行う。 

 

（記録・報告） 

15 受託者は業務の実施及び結果等の記録を報告書にまとめ、定期的に委託者に提出し

なければならない。 

 

（消耗品等の管理） 

16 施設管理のために必要な消耗品（トイレットペーパー、ごみ袋、蛍光管等）は委託

者の負担とし、業務従事者は現在数量を確認し、盗難・紛失・損傷等のないよう適切

に管理する。 

 

（水道・電力その他の供与） 

17 業務の履行に必要な水道・電力・従業員控室・器材置場・内線電話等は無償で供与

する。 

 

（定めのない事項） 

18 本仕様書及び委託業務別仕様書に定めのない事項であっても委託業務に関連するも

のについては、その都度双方誠意をもって協議の上解決にあたるものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

１ 設備機械保守運転業務仕様書 

 

１ 目 的 

建物設備の機能を最高度に発揮させ、常に最適の状態に保つとともに、適切な保守

管理を行うことによって、建物の存続期間を一層増加させるものとする。 

 

２ 設備管理員の確保 

（１）電気設備業務 

（２）空気調和設備、冷暖房設備保守運転及び給排水衛生管理業務 

（３）その他行政センターの設備全般 

上記業務について法令上必要な資格、経験、技能を有する者 ２名以上 

電気に関しては、第２種電気工事士以上を有していること 

 

 

３ 勤務時間 

（１）休庁日を除き毎日とし、平日は午前８時から午後１０時まで、土日祝日は午前８

時３０分から午後１０時までとする。 

（２） 勤務形態は、交代制で常時１名の勤務を原則とし、交替による２名間の業務引継

は、書面等により遺漏のないように行う。ただし、管理業務の運営上必要に応じて

２名同時勤務の時間を設けるものとする。 

 

４ 業務内容 

  次の作業計画作成とこれに基づく業務及び実績報告書の作成。 
（１） 一般管理業務 

ア 設備機械運転業務 

イ 点検手入れ、測定等の予防保全業務 

ウ 定期点検整備業務 

エ 専門業者による定期点検作業業務 

オ 緊急時における緊急措置業務 

カ 各種業務日誌の作成及び保管業務 

キ 各区分別、電気・ガス・水道等の検針 

ク 機器台帳・図面・取扱説明書等の管理保管業務 

ケ 消耗品類の在庫管理業務 

コ 各種報告書の作成業務 

（２）保守運転業務 

ア 電気設備 

(ア)自家用電気工作物保安規定に基づく各種作業 

(イ)電気は常時送電とする 

(ウ)各種電気設備の運転操作 



(エ)各種制御盤における異常の監視 

(オ)各計器・機器の作動状態の点検及び調整 

(カ)各種信号灯・表示灯の点灯確認 

(キ)負荷状態の確認 

(ク)各設備の日常巡視点検、異常の早期発見 

(ケ)ヒューズ・管球類・安定器等の取替 

(コ)受電日誌の作成、各種メーター検針及び記録集計 

(サ)その他電気設備に関する一般業務 

イ 熱源設備 

(ア)冷温水発生機の運転及び危害予防規程による自主点検 

(イ)付帯設備の運転管理及び点検 

(ウ)その他熱源設備に関する一般業務 

ウ 空調設備 

(ア)空調機及び付帯設備の運転並びに状況監視・点検手入れ温湿度の調整 

(イ)記録集計及びデーター分析・設定値の検針調整 

(ウ)フィルター類の点検 

(エ)送排風機の正常運転の点検手入れ 

(オ) 風量調整用機器の点検調整 

(カ)モーター、ファン、ベルト等の調整 

(キ) その他空調設備に関する一般業務 

 エ 衛生設備 

(ア)各種ポンプの運転、状況監視、注油、グランドパッキン等の調整・取替 

(イ)漏水状況の点検・シスタンク等の水量の調整・蛇口パッキンの交換 

(ウ)排水不良等の点検及び応急処置 

(エ)その他衛生設備に関する一般業務 

オ 防災設備 

防火ダンパ機器の点検と法の定めるところにより、その機能の維持に努め、記

録書類を整理保管する。 

カ 昇降機設備・シャッター設備 

故障又は事故等、緊急時の人命救助等の処置を行う場合は臨機の処置をし、委

託者の指示があった場合は、可能な範囲で応援作業を行う。 

キ 営繕・小修理・応急処置 

巡視点検中に発見された不都合部分及びその原因による破損部分、事故等につ

いては、適切な応急の処置を行う。その他、各種パッキン類、蛍光灯等照明機器

交換、ドアノブの取り付け、タイル補修、コンセントの移設等についても上記の

とおり実施する。ただし、専門業者を必要とする場合は除く。 

 

５ 委託者の負担する経費 

（１）冷暖房関係 



ア 保守運転業務に必要とする消耗品代等 

イ 冷温水発生機の修理及び定期的清掃費用 

ウ 冷暖房設備の部品及び消耗品油類 

エ 各種水槽並びに配管類の清掃費用 

オ 衛生・給排水の配管関係及びポンプ・モーター・これに附属する諸設備の故障

発生に伴う部品交換・工作に関する費用 

カ エアフィルター洗浄油代及び交換清掃の諸費用 

（２）電気関係 

ア 保守運転業務に必要とする消耗品代等 

イ 各種蛍光灯の交換部品代 

ウ 電気設備の修理及び定期的交換部品代・油類の交換費用・補修品代 

エ 定期検査に必要な諸費用 

６ その他 

（１）受託者は、庁舎またはその付近に火災その他の事変があるときは速やかに登庁し

なければならない。ただし、急迫の場合には臨機の処置をとらなければならない。 

（２）受託者は、業務従事者の安全対策に十分留意するとともに、必要な教育を実施す

るものとする。 

（３）この仕様書に定めのない事項については、その都度双方誠意をもって協議の上解

決にあたるものとする。 



 

２ 保安警備業務仕様書 

 

本仕様書は、行政センターの保安警備業務の内容を示すものであり、その具体的事項

は次のとおりとする。 

１ 目 的 

庁舎内外の平穏を維持するのに必要な監視、火災・盗難等の発見及び予防、並びに

不測の事故に対する臨機応変の処置、関係者への連絡等を主な業務とするほか、通常

は庁舎の出入り口の警備・駐車場等の管理・庁舎内外の巡視等の勤務にあたるものと

する。 

 

２ 勤務日及び人員等 

（１）休庁日を除く毎日勤務 

（２）配置人員 

平日は午前 7時 30分から午後 10時閉館後業務終了まで、土日祝日は午前７時 30

分から午後 10 時閉館後業務終了までとする。ただし、利用予約のない場合は午後

10時に退出する。 

午前７時３０分から午後４時３０分まで   １名 

午前８時００分から午後５時まで      １名 

午後４時３０分から午後１０時まで     １名 

配置人員の内、警備責任者を置く。 

 

３ 業務内容 

庁舎及び構内を巡回し、次の業務を行う。 

（１）出入口での監視、案内、巡回警備業務 

（２）鍵の開閉及び保管業務 

（３）遺失物・拾得物の保管業務 

（４）朝の機械警備の解除及び通用口の開錠、並びに退庁時の通用口の施錠及び機械警

備のセット業務 

（５）盗難等犯罪行為の発見・予防業務 

（６）扉・窓・シャッター防火設備等の点検、保全業務 

（７）火災・風水害・積雪時等の被害予防、通報、その他の必要な処理業務 

（８）各種電気器具・機械類の危険探知・処置業務 

（９）ガス器具類及びガス元栓の点検・処置業務 

（10）水道蛇口及び水もれの点検・処置業務 

（11）危険物・可燃物の異常の有無点検・処置業務 

（12）節電・節水業務 

（13）禁止行為の制止と警察等への連絡など必要な処置業務 

（14）事務室及び会議室の点検業務 



（15）出入車両等の監視・整理業務 

（16）敷地内の管理及び除草・清掃等業務 

（17）国旗・市旗の掲揚・降納業務 

（18）警備日誌の作成業務 

（19）植栽の育成・管理・散水・剪定等植木の手入れ業務（観賞用植物の照陽管理含む） 

（19）その他保安上必要な事項業務 

 

４ その他 

（１）受託者は業務従事者の訓練に努め、保安警備に万全を期する。 

（２）この仕様書に定めのない事項については、その都度双方誠意をもって協議の上解

決にあたるものとする。 

 



 

３ 総合清掃業務仕様書 

 

本仕様書は、行政センターの総合清掃業務委託の内容を示すものであり、その具体的

事項は次のとおりとする。 

 

１ 目 的 

行政センター内外の清掃その他必要な作業により、建物・設備並びに備品什器類を

常に清潔に保ち、快適な環境を維持することを目的とする。 

 

２ 人 員 

作業員は作業遂行にあたり適正な人員を配置するものとする。 

 

３ 勤務時間等 

休庁日を除き毎日とし、午前８時から午後６時とする。 

 

４ 業務内容 

（１）作業内容等 

  ア 洗剤、薬品等は環境負荷の少ない安全性の高いものを使用する。 

  イ 緊急清掃は、委託者の指示のもと、すみやかに行う。 

  ウ 給茶機用茶碗洗浄（月約９０００個） 

  エ 部屋毎の作業内容は別表のとおり。 

（２）清掃箇所及び面積 

別表のとおり 

 

５ その他 

（１）清掃作業に使用する機械器具及び資材等は受託者が準備する。 

（２）消耗品のうち次の用品は委託者が準備し、それ以外の物は双方が協議する。 

トイレットペーパー、手洗い用石鹸、洗剤、ポリごみ袋 

（３）清掃作業日誌を作成し、翌日委託者に提出する。 

（４）この仕様書に定めのない事項については、その都度双方誠意をもって協議の上、

解決にあたるものとする。 

 



 

４ 環境衛生管理業務仕様書 

 

本仕様書は、行政センターの環境衛生管理業務委託の内容を示すものであり、その具

体的事項は次のとおりとする。 

 

１ 目 的 

行政センターの適切な維持管理上必要な業務を行い、衛生的環境の確保に努めるも

のとする。 

 

２ 業務内容 

（１）行政センターの維持管理が環境衛生上適正に行われるための監督業務 

（２）行政センターの環境衛生計画の作成業務 

（３）常備図面その他必要書類の整備・保管業務 

（４）実施計画の作成及び実施報告業務 

（５）不良箇所の改善案の立案・上申業務 

（６）簡易専用水道検査及び管理状況報告業務 

 

３ 飲料水水質検査業務 

検査実施回数 

（１）１５項目検査 年２回 

 

４ 受水槽・雑排水桝清掃業務 

（１）業務内容 

ア 受水槽（９トン）内の清掃 

イ 排水桝４カ所の清掃 

（２）清掃実施回数 

受水槽  年１回 

排水桝  年１回  ４カ所 

 

５ 殺虫業務 

（１）ゴキブリ駆除業務  年１回 

 

６ 記録作成及び報告 

（１）記録は速やかに集計・解析し委託者に提出する。 

（２）必要に応じてデータを基にした改善案を委託者に上申する。 

 

７ その他 

（１）使用する材料及び消耗品等については引火性及び人体に害のある薬品等は使用し



ない。また、衝撃、ごみ、火気、湿気等故障の原因となる作業を行なうときは注意

する。 

（２）臨時に新たな業務が必要になったときは、施設管理者に報告し指示を受ける。 

（３）この仕様書に定めない事項については、その都度双方誠意をもって協議の上、解

決にあたるものとする。 

 



大船行政センター清掃業務作業内容 

（一般室部分） 

○ （２階）お話コーナー、（３階）第１集会室、第２集会室 

     

 

 

 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

 

 

 

日 

常 

作 

業 

1. カーペットの清掃 

2. 紙 屑 処 理 

3. 机・テーブルの雑巾掛け 

 4. 備品什器の除塵 

5. 窓 台 の 除 塵 

 6. 電話機の乾拭き 

 7. ドアの拭き掃除 

8. 標示板の除塵（第１集会室・第２集会室のみ） 

 

定 
期 
作 

業 

適
時 

1. 使用後の手直し 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

 1. 床面の補修手入れ 

 2. 備品什器の磨き込み 

 3. 高所除塵  

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 



（一般室部分） 

〇（１階）応接室、会議室、商工会議所、地域相談室、守衛室、（２階）一般コーナー、児童コーナ

ー（３階）第３集会室、第４集会室、サークル活動室 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

 1. 床面の清掃 

 2. 紙 屑 処 理 

 3. 机・テーブルの雑巾掛け 

 4. 備品什器の除塵 

 5. 窓 台 の 除 塵（応接室は除く） 

 6. 電話機の乾拭き（会議室、商工会議所、地域相談室、守衛室、第３集会室、第４集会室の

み） 

 7. ドアの拭き掃除（応接室、会議室、守衛室、第３集会室、第４集会室のみ） 

8. 標示板の除塵（第３集会室・第４集会室のみ） 

  9. 流し台・水飲み機の清掃（一般コーナーのみ） 

定 

期 
作 

業 

適
時 

1. 使用後の手直し 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

3. 高所除塵  

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 



（一般室部分） 

○ （１階）事務室、（２階）事務所、（３階）事務室 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

1.※紙 屑 処 理 

 2. 窓 台 の 除 塵 

   

 ※毎日１回、指定された場所にあるものを処理する。 

定 

期 

作 

業 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

 

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 

 



（一般室部分） 

○ （１階）倉庫、ロッカールーム、 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

1. 床面の清掃 

2. 窓 台 の 除 塵（ロッカールームのみ） 

 3. ドアの拭き掃除 

   

 

定 

期 

作 

業 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

 

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 

 



（一般室部分） 

○ （３階）控室 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

 1. 床面の清掃 

 2. 紙 屑 処 理 

 3. 机・テーブルの雑巾掛け 

 4. 備品什器の除塵 

 5. 窓 台 の 除 塵 

 6. ドアの拭き掃除 

  

    

定 

期 

作 

業 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 

 

 



（一般室部分） 

○ （１階）障害者トイレ 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

1. 床面の清掃 

2. 紙 屑 処 理 

 3. 鏡みがき 

   

 

定 

期 

作 

業 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

3. 扉間仕切りガラス磨き 

4. 排水口の清掃 

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 

 



（一般室部分） 

○ （１階）風除室 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

1. 床面の清掃 

2. マットの清掃 

  

  

 

定 

期 

作 

業 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

2. 扉間仕切りガラス磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

3. 排水口の清掃 

 

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 建物廻り・構内の清掃 

  

 

 

 

 

 

 



（一般室部分） 

○ （１階）第２階段下倉庫、（２階）機械室、EV 機械室 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

1. 床面の清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（共用部） 

〇湯沸室、トイレ 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

 1. 床面の清掃 

 2. 紙 屑 処 理 

 3. 備品什器の除塵 

 4. 窓 台 の 除 塵 

 5. ドアの拭き掃除（トイレのみ） 

 6. 鏡みがき（トイレのみ） 

 7. 流し台・水飲機の清掃（湯沸室のみ） 

8. 衛生陶器の清掃（トイレのみ） 

  9. 茶殻の処理（湯沸室のみ） 

定 

期 

作 
業 

適
時 

1. 湯沸器の清掃（湯沸室のみ） 

2. 汚物の処理（トイレのみ） 

3. ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・水石鹸の補給 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

3. 排水口の清掃  

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 

 

 



（共用部） 

〇第１階段、第２階段 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

 1. 床面の清掃 

 2. 窓 台 の 除 塵 

 3. ドアの拭き掃除（第２階段のみ） 

  

   

定 

期 

作 

業 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

 

 

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損 

 2. 高所除塵 

 

 

 

 

 



（共用部） 

〇廊下、ホール・ロビー 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

 1. 床面の清掃 

 2. 備品什器の除塵 

 3. 窓 台 の 除 塵（廊下のみ） 

 4. 流し台・水飲機の清掃（廊下のみ） 

 5. マットの清掃（ホール・ロビーのみ） 

 6. 自動給茶機の管理（ホール・ロビーのみ） 

  

 

定 

期 

作 

業 

適
時 

1. 茶碗清掃（ホール・ロビーのみ） 

 

週
一
回 

1. 館内金属光沢部磨き 

月
一
回 

1. 床面の補修手入れ 

2. 備品什器の磨き込み 

 

四
月
一
回 

1. 床 面 の 洗 浄 

年
一
回 

1. 扉・腰壁・巾木汚損（廊下のみ） 

 2. 高所除塵（廊下のみ） 

 

 

 

 

 



（屋外） 

○ 喫煙コーナー、ごみ置き場、建物周囲 

 

 

 

 

       作 業 内 容 

 

日 

常 

作 

業 

1. 吸殻捨て及び灰皿の清掃（喫煙コーナー） 

2. 紙屑処理（ごみ置き場、建物周囲） 

3. 表示板の除塵（建物周囲） 

4. 手摺の拭き掃除（建物周囲） 

 

 ※喫煙コーナーは１日５回以上 

  その他は週１回程度 

 

 

 

その他 定期業務 

ア、 定期清掃（年４回） 

イ、 ガラス清掃（年１回）３３１．９５㎡ 

ウ、 照明器具清掃（年１回） 

エ、 給排気孔及び換気扇の清掃（年１回） 

オ、 サッシ清掃（内側年１回、外側年１回）各３３１.９５㎡ 

カ、 ブラインド清掃及びシャッター清掃（年１回） 

キ、 ドアマット交換（月２回） 

ク、 フィルター清掃（年１回） 

ケ、 ジュータン清掃（年１回）１６６．４㎡ 

 

 

 



別　表　－１

日   常   清   掃

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

作　

業

項

 場          床 面

目

積

  所      材

支所部分

応接室 弾性床 14.00㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

事務室 弾性床 140.12㎡ ＊A 適

一 会議室 弾性床 31.50㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

商工会議所 弾性床 16.65㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

般 地域相談室 弾性床 8.55㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

守衛室 弾性床 15.05㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

室 倉庫 硬質床 3.90㎡ １/日 １/日

ロッカールーム 弾性床 9.50㎡ １/日 １/日 １/日

部 障害者トイレ 硬質床 6.44㎡ １/日 １/日 １/日

第２階段下倉庫 硬質床 4.94㎡ １/日

分 風除室 硬質床 7.60㎡ １/日 　 １/日

図書館部分 　 　

事務所 弾性床 49.70㎡ ＊A 適

一般コーナー 弾性床 283.20㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

児童コーナー 弾性床 78.25㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

機械室 硬質床 60.42㎡ １/日

ＥＶ機械室 硬質床 5.70㎡ １/日

お話コーナー 繊維床 21.70㎡ １/日 １/日 １/日

学習センター部分 　 　

事務室 弾性床 17.80㎡ ＊A 適

控室 畳 43.11㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

第１集会室 繊維床 93.60㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 適

第２集会室 繊維床 51.10㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 適

第３集会室 弾性床 51.69㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 適

第４集会室 弾性床 44.98㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 適

サークル活動室 弾性床 27.52㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

湯沸室 弾性床 10.76㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 適 １/日

共 トイレ 硬質床 85.26㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 適 適

第１階段 弾性床 109.80㎡ １/日 １/日

用 第２階段 弾性床 41.28㎡ １/日 １/日 １/日

廊下 弾性床 49.08㎡ １/日 １/日 １/日 １/日

部 ホール・ロビー 弾性床 275.39㎡ １/日 １/日 １/日 １/日 適

喫 煙 コ ー ナ ー 5/日

屋 ご み 置 き 場 １/週

外 建 物 周 囲 １/週 １/週 １/週

【注意】　日常清掃　；　毎日行う作業　　　　　　　定期清掃　；　定期的に行う作業　　　　　　不定期清掃　；　作業の合間を見て適時行う作業

　　　　  1/日；日に１回行う作業   1/2日；2日に１回行う作業   　1/3日；3日に１回行う作業　　2/月；１ヶ月に２回行う作業 　　 1/年；年に１回行う作業 　   適；汚れの度合いを見て行う作業　　　

　　*A；毎日１回指定された場所にある物を処理する　　　
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別　表　－２

22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

作　

業

項

 場          床 面

目

積

  所      材

支所部分

応接室 弾性床 14.00㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

事務室 弾性床 140.12㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

一 会議室 弾性床 31.50㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

商工会議所 弾性床 16.65㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

般 地域相談室 弾性床 8.55㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

守衛室 弾性床 15.05㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

室 倉庫 硬質床 3.90㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

ロッカールーム 弾性床 9.50㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

部 障害者トイレ 硬質床 6.44㎡ ４/年 １/月 1/週 1/月 1/年 1/月 1/年 1/月

第２階段下倉庫 硬質床 4.94㎡

分 風除室 硬質床 7.60㎡ ４/年 １/月 1/週 1/週 1/月 1/月 1/年

図書館部分 　 　

事務所 弾性床 49.70㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

一般コーナー 弾性床 283.20㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

児童コーナー 弾性床 78.25㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

機械室 硬質床 60.42㎡

ＥＶ機械室 硬質床 5.70㎡

お話コーナー 繊維床 21.70㎡ １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

学習センター部分 　 　

事務室 弾性床 17.80㎡ ４/年 1/週 1/年 1/年

控室 畳 43.11㎡ １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

第１集会室 繊維床 93.60㎡ １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

第２集会室 繊維床 51.10㎡ １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

第３集会室 弾性床 51.69㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

第４集会室 弾性床 44.98㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

サークル活動室 弾性床 27.52㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

湯沸室 弾性床 10.76㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年 1/月

共 トイレ 硬質床 85.26㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年 1/月

第１階段 弾性床 109.80㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/年

用 第２階段 弾性床 41.28㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/年

廊下 弾性床 49.08㎡ ４/年 １/月 1/週 1/年 1/月 1/年

部 ホール・ロビー 弾性床 275.39㎡ ４/年 １/月 1/週 1/月

喫 煙 コ ー ナ ー

屋 ご み 置 き 場

外 建 物 周 囲 1/年

【注意】　日常清掃　；　毎日行う作業　　　　　　　定期清掃　；　定期的に行う作業　　　　　　不定期清掃　；　作業の合間を見て適時行う作業

　　　　  1/日；日に１回行う作業   1/2日；2日に１回行う作業   　1/3日；3日に１回行う作業　　2/月；１ヶ月に２回行う作業 　　 1/年；年に１回行う作業 　   　　　

　　 適；汚れの度合いを見て行う作業　　　　*A；毎日１回指定された場所にある物を処理する　　
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回

年
１
回

（
３
３
１
．
９
５
㎡

）

年
１
回

年
１
回

内
側
年
１
回
　
　
外
側
年
１
回

年
１
回

月
２
回
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